
糸島市「新しい生活様式」対応中小企業者応援事業補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により、これまでどおりの事業形態では継続が難しい
中小企業者などに対し、国が示した「新しい生活様式」の内容に沿った事業形態への取り
組みを支援するため、補助を行います。

交付対象者

補助額

申請方法

問い合わせ
・提出先

補助上限額：２０万円 補助率：補助対象経費の３分の２以内
※同一の補助対象事業者につき１回限りとなります。

申請書類

次の①から⑥のすべてに該当する中小企業者等（個人事業主を含む）
① 市内で商工業を営む中小企業者（中小企業基本法第２条第１項に規定

する者）等であること。
② 原則、令和２年４月７日以前から事業を行っていること。
③ 市税の滞納がないこと。
④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を

行っていないこと。
⑤ 暴力団などと関係がないこと。
⑥ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。

次の書類と添付書類が必要です。

○糸島市「新しい生活様式」対応中小企業者応援事業補助金交付申請書
（様式第１号）

（添付書類） ○事業計画書

○収支計画書
○市税に滞納がないことを証する書類
○現在の事業内容がわかる書類 など

必要書類を用意し、 郵送もしくは、窓口までご持参ください。
なお、郵送される場合は、封筒に、『「新しい生活様式」対応中小企業者
応援事業申請書在中』と明記してください。

糸島市役所 産業振興部 商工観光課
〒819-1192 糸島市前原西一丁目１番１号
電話番号 （０９２）３３２－２０８０
【対応時間】 ８時３０分から１７時１５分まで （土・日曜日を除く）

様 式 申請様式は市ホームページからダウ ンロードしてください。

【様式のダウンロード先】
https://www.city.itoshima.lg.jp/s026/020/010/160/20200615180523.html
糸島市商工会本所・志摩支所、糸島市役所商工観光課に設置しております。

対象事業例 ○通信販売を開始するためのホームページ制作費
○対面支払いを避けるための食券販売機の設置費
○配達サービス開始のための車両改修費
○キャッシュレス決済導入のための決済端末の整備費

※対象となる事業は、「事業性、採算性、発展性」があるものに限ります。

事業期間
令和２年６月２４日（水）から令和３年２月末まで
※対象となる期間は、令和２年５月４日から令和３年２月末までに行った事業になります。

申請期限 令和３年１月２９日（金）まで



参照：厚生労働省ホームページより

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000635643.pdf

